（様式２）
令和　年　月　日

尼崎市長　様

宣　誓　書
　令和８年度教育相談・緊急派遣事業業務委託にあたり、下記に記載した事項は真実に相違ありません。

団体名

代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

記

　　令和８年度教育相談・緊急派遣事業業務委託に係る募集要項に対して、応募資格要件の制限に係る項目に該当はありません。

応募資格及び条件
⑴　応募資格

　　　本件公募型プロポーザル方式への参加を申請しようとする者は、仕様書に定める業務の業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有する者及び本市の教育相談や児童生徒・保護者・教員等の状況に合わせて柔軟に対応できる者とする。

　　　また、次の要件をすべて満たさなければ応募することはできない。

　　ア　対象業務において、本市の入札有資格者名簿に登載されていること。または、名簿に登載されていない事業者については、次の書類を整えることができれば参加可能であること。

　　　ⅰ　定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類）　　ⅱ　納税証明書（国税及び地方税）　　ⅲ　特別徴収義務に関する誓約書（様式６－１　様式６－２）　　ⅳ　業務に必要な許可等

　　イ　地方自治法施行令（昭和22年政令等16号）等167条の４の規定（一般競争入札の参加資格を有しないもの）に該当しないもの。
　　ウ　公募参加申請の日から契約日までのいずれの日においても、会社更生法に基づく更正手続き開始の申し立て又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。

エ　尼崎市指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
オ　国税・地方税を完納している者。

カ　自己又は自社の役員等が、次の事項のいずれかに該当する者、及び次の事項のいずれかに掲げる者がその経営に実質的に関与している者は該当しない。
①　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
②　政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とする団
　体
③　特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう）の候補者（当該候補者になろうとするものを含む）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
④　暴力団（尼崎市暴力団排除条例（平成25年条例第13号）第２条第４号に規定する暴力団をいう）又は暴力団員（尼崎市暴力団排除条例第２条第５号に規定する暴力団員をいう）若しくは暴力団密接関係者（尼崎市暴力団排除条例第２条第７号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者をいう）
⑤　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条及び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統率の下にある団体
⑥　尼崎市長が代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている団体
⑵　応募条件

　　　仕様書に記載する事業展開及び人材の管理体制を構築・運用できること。
以　上　　
